
 

－ 記者発表資料 － 

令和８年１月２０日  

                           熊 本 県 

 

「佐敷川水系河川整備計画（原案）」に関する

公聴会の開催について 
 

令和７年１２月１９日付けで記者発表した「佐敷川水系河川整備計画（原案）」

の公表に伴う住民の意見募集に関して、以下のとおり公聴会を開催しますので

お知らせします。 
 

記 

＜公聴会について＞ 

開 催 日 ： 令和８年１月２２日 （木曜日） 

開催時間 ： １８時３０分～１９時３０分 （１時間）  

・河川整備計画（原案）説明 １８時３０分～１９時００分 

・公聴会 １９時００分～１９時３０分 

開催場所 ： 芦北町総合コミュニティセンター ２階 大研修室 

熊本県葦北郡芦北町大字花岡１６４７ 

Tel：０９６６－８２－２２１３ 

   公述人数 ： １名 

そ の 他 ： 報道機関及び一般の方の傍聴については、別紙①②のとおり 

 

＜佐敷川水系河川整備計画（原案）について＞ 

・芦北地域振興局及び芦北町役場、熊本県のホームページで閲覧可能です。 

・併せて、佐敷川河川整備計画（原案）説明資料も閲覧できます。 

熊本県ホームページ：https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/252401.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 

 熊本県 土木部 河川港湾局 河川課 

                  課長補佐        内田
う ち だ

 寛
ひろ

幸
ゆき

 

                  主  幹        𠮷
よし

田
だ

 達生
た つ お

 

       代表：096-383-1111 

       直通：096-333-2507（内線 53743,53764） 
 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/252401.html


 
 

 

 

 

 

 

進行を円滑に行うため、取材にあたっては、下記事項についてご協力いただきますよ

うお願いします。 

記 

1. 報道関係者の受付  

① 受付名簿に所属、氏名を記載（名刺提出で可）の上、係員の指示に従ってください。  

   ・ 受付時間：令和８年１月２２日（木）１８：００～１８：１５  

・ 受付場所：芦北町総合コミュニティセンター ２階 大研修室 入口  

② 公聴会については、冒頭までの撮影を可とし、それ以降については傍聴席での傍

聴とします。詳細は当日の係員の指示に従って下さい。  

  

2. 取材にあたっての注意事項  

① 取材に来られる方はできる限り少人数として頂くようご協力お願いします。  

② 取材中は、自社腕章を各社で準備の上必ず着用願います。  

③ 会場内で電源をとることはできません。パソコン等を使用される場合は、バッテ

リー等をご持参願います。  

④ その他、取材にあたっては、係員の指示に従ってください。 

  

 報道機関の皆様へ 

別紙① 



 

 

 

    

 
 

進行を円滑に行うため、傍聴にあたっては、下記事項についてご協力いただきますよう

お願いします。 

記 

1. 傍聴の手続き  

① 傍聴を希望される方は、１８時００分から１８時１５分までに受付を行ってくだ

さい。 

・ 受付時間：令和８年１月２２日（木）１８：００～１８：１５  

・ 受付場所：芦北町総合コミュニティセンター ２階 大研修室 入口 

② 受付は先着順とし、会場の都合上、座席数は２０名程度になります。満席になり

次第、受付を終了させていただきますので、その際はご了承ください。  

③ 当日、受付にて必要事項を記入の後、係員の指示に従って入場してください。  

④ 事前の申し込みは受け付けておりません。 

  

2. 傍聴に関する留意事項  

当日は、他の団体も利用されているので、ご迷惑にならないようご協力をお願いしま

す。傍聴される方は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。 

① 公聴会中は、着席のうえ静粛に傍聴してください。他の利用者、傍聴者の迷惑にな

るような行為は慎んでください。発言、プラカード、拍手その他の方法により、自

らの意見等を表明することはできません。 

② 事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。 

③ 会場内での写真の撮影、録画、録音等はできません。 

④ その他会場の秩序を乱したり、会議を妨害したりする行為はできません。 

⑤ 傍聴される方は、会議の円滑な進行のため、係員の指示に従ってください。 

⑥ 以上のことをお守りいただけない場合は、退場をお願いすることがあります。 

 

 

傍聴を希望される皆様へ 

別紙② 


